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概要 2

 2024年度は、2023年度以前と比較して広域予備率が小さくなる傾向がある。これは、容量市場や需給調整市場
などの制度変更を踏まえ、広域予備率の算出に用いる供給力の計上方法を変更したためである。

 この計上方法は、広域予備率を需給状況のシグナルとして、小売事業者は供給力の調達を、発電事業者が供給力
を供出することといった行動を促すことを意図したものである。しかしながら、この設計思想が必ずしも機能していない可
能性や、広域予備率の低下が一般の需要家に混乱を招くといった指摘もある。

 本日は、2024年度の広域予備率の状況をまとめ、現在の広域予備率の考え方や過去の検討経緯について改めて
提示する。そのうえで、あるべき広域予備率の示し方を再検討するための課題や論点を整理したため、この課題や論
点についてご議論いただきたい。
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１．2024年度の広域予備率の特徴

２．2024年度の需給運用の考え方と過去の経緯

３．まとめ



2024年度の広域予備率の傾向 4

 2024年度当初より、広域予備率が特に週間計画または翌々日計画断面で低くなる傾向がある。この傾向は国の
審議会でも示されており、直近の7月や8月といった重負荷期においてもその傾向は変わっていない。

 特に軽負荷期には、週間計画断面と比べ、実需給断面では十分な予備率が確保されている場合もある。
 また、翌日計画断面においても2023年度と比較して広域予備率が低く推移しており、今年度から始まった仕組みで
ある「供給力提供通知」の発信回数が大きくなっている。

2024年度の広域予備率の傾向
① 週間・翌々日計画断面と、翌日計画断面の広域予備率の乖離が大きい
② 2023年度と比較し、週間計画断面の広域予備率が小さい（一部広域ブロック）
③ 2023年度と比較し、翌日計画断面の広域予備率が小さい
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2023年度と2024年度の広域予備率の比較（①・②・③） 5

 2023年度に対する2024年度の週間計画と翌日計画の広域予備率を比較した。
 東京エリアの週間計画と翌日計画における広域予備率は小さくなっていることがわかる。
 関西エリアは、週間計画における広域予備率は大きくなっているが、翌日計画における広域予備率は小さくなっている。

• 週間計画:最小予備率発生時として広域機関が指定するコマの平日の広域予備率の平均と最小を集計
（4～6月は18:30～19:00、7～8月は16:30～17:00）

• 翌日計画:週間計画と同じコマの平均と最小を集計

週間計画 翌日計画

東京
エリア

関西
エリア

2023年度平均値 2024年度平均値 2023年度最小値 2024年度最小値

4月 5月 6月 7月 8月 4月 5月 6月 7月 8月

4月 5月 6月 7月 8月 4月 5月 6月 7月 8月

集計期間:4月1日～8月31日



2024年度の週間計画から翌日計画の広域予備率の推移（①） 6

 翌日計画または当日計画に8%未満のコマがあった日の週間計画、翌々日計画および翌日計画の広域予備率を
比較した。

 東京エリアは、翌日計画に対して週間計画と翌々日計画の広域予備率が乖離し、週間計画と翌々日計画の広域
予備率が特に小さい場合がある。また、翌日計画時点では回復する傾向がある。

 関西エリアは、翌日計画に対して週間計画の広域予備率が乖離し、週間計画の広域予備率が大きい場合が多い。

（東京エリア）
・4～6月,8月:該当する日のうち、広域予備率が最も小さい日をそれぞれ1日
・7月:週間・翌々日・翌日計画の各広域予備率が最も小さい3日と、週間・翌々日計画の各広域予備率の最も大きい2日
（関西エリア）
・各日の翌日計画の広域予備率が最も小さい8日、4~6月は該当日がない
（関西エリアは、台風10号により多くの電源が出力抑制となった8/30を除く）

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20% 2024/7/8 2024/7/9 2024/7/26
2024/7/30 2024/8/2 2024/8/9
2024/8/22 2024/8/23

週間 翌々日 翌日

東京エリア 関西エリア

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20% 2024/4/5 2024/5/28 2024/6/17
2024/7/1 2024/7/5 2024/7/23
2024/7/29 2024/7/30 2024/8/5

週間 翌々日 翌日

翌日計画からゲートクローズまでに広域予備率8%未満のコマが発生した平日のうち、以下に該当する日の最小予備率発生時として広域機関が指定するコマの広域予備率

集計期間:4月1日～8月31日
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2023・2024年度の翌日計画の広域予備率（東京エリア）（③） 7

 2023年度は翌日計画の広域予備率が8%未満の日は4日であったが、2024年度は11日あり、最小予備率は
7/30の3.47％であった。

 7/29と7/30は特に午前から広域予備率が低下した。

2023年度:翌日計画の広域予備率が8%を下回っていた日
2024年度: P.6のうち、翌日計画の広域予備率が8%を下回っていた日

8%

集計期間:4月1日～8月31日



2023・2024年度の翌日計画の広域予備率（関西エリア）（③） 8

 2023年度は翌日計画の広域予備率が8%未満の日は1日であったが、2024年度は15日あり、最小予備率は
8/22の6.24％であった。

 2024年度は特に午前から予備率が低下したことが分かる。

2023年度:夏季において翌日計画の広域予備率が8%を下回っていた日
2024年度:P.6のうち、翌日計画の広域予備率が8%を下回っていた日（台風10号により多くの電源が出力抑制となった8/30を除く）
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供給力提供準備通知

（参考）供給力提供準備通知・供給力提供通知の発信日数、コマ数 9

 供給力提供通知は、翌日計画・当日計画の48コマにおいて、ゲートクローズまでに一度でも広域予備率が8%未
満になった場合に対象になる。

翌々日計画週間計画

週間計画・翌々日計画の2コマのいずれかに
供給力提供準備通知の対象になった日数

供給力提供通知

翌日計画・当日計画の
供給力提供通知の対象になったコマ数

集計期間:4月1日～8月31日

（参考）最終的な8%未満

当日計画の
ゲートクローズ時点で8%未満のコマ数

北海道 9
東北 25
東京 34
中部 20

北海道 6
東北 26
東京 29
中部 18
北陸 1
関西 1
中国 1
四国 1
九州 1

北海道 42
東北 40
東京 270
中部 146
北陸 146
関西 146
中国 144
四国 137
九州 136

北海道 0
東北 1
東京 42
中部 2
北陸 １
関西 1
中国 1
四国 1
九州 1



（参考）広域予備率低下時の通知 10
第87回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年6月28日）資料1

 本対応の目的は、広域予備率の改善であり、容量確保契約の契約事業者に向けた周知である。
 また、需給計画は、週間～翌日・当日計画に向けて精緻化されていくこととなり、それも踏まえ容量提供のアセスメント
対象は翌日計画以降の48点化したデータにおいて広域予備率8%未満となったコマを対象としている。

 このような観点を踏まえ、周知名称は以下のとおりとしたい。
 週間～翌日計画公表前に、広域予備率8%未満となった場合を、『広域予備率低下のおそれに伴う供給力
提供準備通知』

 翌日計画公表以降に、広域予備率8%未満となった場合は、『広域予備率低下に伴う供給力提供通知』

周知名称 判定時期・予備率 目 的

広域予備率低下のおそれに
伴う供給力提供準備通知

【判定時期】
・週間～翌日計画公表
【広域予備率】
・予備率で8%未満

・バランス停止機の起動(準備)を促すこと
・揚水発電機において上池へのポンプアップを促すこと
・小売電気事業者との契約による電気の供給、若しく
は、卸電力市場・需給調整市場への応札を促すこと

広域予備率低下に伴う
供給力提供通知

【判定時期】
・翌日計画公表後
【広域予備率】
・予備率が8%未満

・容量市場におけるリクワイアメントが「平常時」から
「需給ひっ迫のおそれがあるとき」に切り替わったことを
周知すること
・稼働可能な計画となっている電源等について、バラン
ス停止機においては起動(準備)、揚水発電機にお
いては上池へのポンプアップを行うことで、小売電気
事業者との契約により電気を供給すること、若しくは、
卸電力市場・需給調整市場に応札すること



（参考）供給力提供準備通知および供給力提供通知に関する情報画面 11

 広域機関の広域予備率Web公表システムにおいて、広域予備率が低下するコマを供給力提供準備通知または供
給力提供通知の対象として公表している。



（参考）電力・ガス基本政策小委における議論（広域予備率と容量市場の通知） 12

第75回電力・ガス基本政策小委員会（2024年6月3日）資料11



（参考）電力・ガス基本政策小委における議論（通知による事業者の行動と課題） 13

第77回電力・ガス基本政策小委員会（2024年6月24日）資料4



（参考）電力・ガス基本政策小委における議論（広域予備率の示し方） 14

第77回電力・ガス基本政策小委員会（2024年6月24日）資料4一部加工
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１．2024年度の広域予備率の特徴

２．2024年度の需給運用の考え方と過去の経緯

３．まとめ



2024年度の需給運用の制度設計時の考え方（各事業者による安定供給の確保） 16

卸電力市場

相対取引
発電BG小売BG

計画値同時同量

需給調整市場

余力活用契約
一般送配電事業者

インバランス料金

インバランス解消
（インセンティブ）

供給力提供
（容量市場・リクワイアメントあり）
供給力提供通知

100%確保 安定供給に必要な8%程度

 2024年度以降は、広域予備率をシグナルとした小売・発電・一般送配電の各事業者の行動により安定供給を確
保する仕組みである。

 具体的には、小売事業者は自らの想定需要に応じて卸電力市場等により必要な供給力を確保し、一般送配電事
業者は需給調整市場等により必要な調整力を確保する。発電事業者は両者に対する販売量や市場の取引量に
応じて供給力または調整力を供出し、全体で安定供給を確保する仕組みである。

 実需給断面では、一般送配電事業者はバランシンググループ（BG）のインバランス量の把握等により、需給調整市
場や余力活用契約により確保した電源を適切なタイミングで活用し、安定供給を維持する。

 需給状況の悪化（広域予備率が低下）が想定される場合には、広域機関の通知により容量提供事業者（主に
発電事業者）に供給力の提供を促すことで、容量提供事業者はリクワイアメントに応じて供給力を提供する。

 小売BGは、自らの需要計画に応じた供給力を調達しない、または需要計画が実際の需要より小さい状態でゲートク
ローズすると、インバランス料金制度により不足インバランス量に応じて精算することになる。この回避のため発電BG
から供給力を調達し、小売BG内インバランスの解消を図っている。

需給調整市場の約定電源または
余力活用契約の締結電源の活用



（参考）インバランス料金の仕組み 17

第85回制度設計専門会合（2023年5月22日）資料4

•補正料金算定インデックスは広域予備率
に等しい。

•そのため広域予備率の低下によりインバラ
ンス料金も上昇する。



需給運用の制度の変更による予備率の影響 18

 各市場や需給運用の制度の変更により、供給力計上方法の考え方や予備率に基づく小売事業者・発電事業者の
行動が変わり、広域予備率に影響を及ぼしている。

 特に、各計画のそれぞれの断面において広域予備率が低下する要因について、次項以降は過去の検討経緯を振り
返りながら、現時点で考えられる要因を考察していく。

２－１．予備率における供給力の考え方

２－２．予備率に対する小売事業者の想定需要の影響

２－３．予備率に基づく発電事業者による電源の起動・停止

過去の検討経緯の振り返りと要因の考察

広域予備率の変化の要因

一般送配電事業者・各事業者間の想定の違い 電源の起動停止の主体の変化需給調整市場における調達不足

広域予備率に関連する制度の変更

余力活用契約の開始需給調整市場の全面開始 予備率による事業者行動の促進容量市場の実需給期間の開始
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１．2024年度の広域予備率の特徴

２．2024年度の需給運用の考え方と過去の経緯
２－１．予備率における供給力の考え方
２－２．予備率に対する小売事業者の想定需要の影響
２－３．予備率に基づく発電事業者による電源の起動・停止

３．まとめ



（参考）広域予備率の算出断面や均平化 20

 エリア予備率は、各エリアの一般送配電事業者が想定する需要と発電事業者が提出する発電計画により算出され、
一般送配電事業者がそれぞれを広域機関に調整電力計画として提出している。

 広域予備率は、エリア予備率を基に、地域間連系線を最大限活用した前提の予備率として算出されている。

週間計画 翌々日計画 翌日計画 当日計画

公表時間 毎週木曜日
18時頃

毎日
18時頃

毎日
18時頃

時間前市場のゲートクローズごと
（30分ごと）

公表点数 広域機関が指定する
2コマ

広域機関が指定する
2コマ

30分ごとの
48コマ

30分ごとの
48コマ

予備力
（余力＋調整力）

発電BGの
発電計画

一般送配電事業者の
想定需要

エリア予備率

エリア内の想定需要に対する予備力の割合

広域予備率

地域間連系線を最大限活用した前提の予備率
連系線に十分に空きがある場合は予備率が等しくなる

空き容量
地域間連系線



予備率における供給力の考え方と調整力の調達 21

 2023年度以前は、一般送配電事業者が公募により調達した調整力を、電源の起動や停止を含めて需給調整に
活用していた。そのため、一般送配電事業者が週間計画断面で調整力または予備力として必要な電源の起動を
予備率に反映していたことから、起動できる電源が不足しない限りは広域予備率8%を確保できていた。

 2024年度以降は、一般送配電事業者は需給調整市場で調整力（ΔkW）を調達する。調達した調整力は予備
率に反映されるものの、調達が不足すると週間計画と翌々日計画は2023年度以前より供給力が減少する。

 調整力の不足分は、余力活用契約を締結した電源の余力（BG起動余力）を考慮し、実需給までに余力活用契
約に基づいて電源を起動すること（TSO起動分）で確保している。

 また、調整力となる揚水発電は池全体の水位を調整力提供者が主体的に運用することになった。そのため、調整力
提供者が一般送配電事業者に提示する余力が小さい場合には、2023年度以前と比較して供給力が減少する。

※2023年度以前は一般送配電事業者が運用していたことによる揚水発電の供給力増加分含む

翌々日計画 翌日計画・当日計画週間計画

2023年度以前 2024年度以降 2024年度以降 2024年度以降2023年度以前

（調整電源）
BG起動余力

（余力活用）
BG起動余力

（余力活用）
BG起動余力

（調整電源）
BG起動余力

（余力活用）
BG起動余力

ΔkW調達不足

ΔkW週間調達量

ΔkW調達不足ΔkW週間調達量

（調整電源）
TSO起動余力※

（調整電源）
TSO起動余力※

（調整電源）
（非調整電源）
発電計画

（余力活用）
（非余力活用）
発電計画

（余力活用）
（非余力活用）
発電計画

（調整電源）
（非調整電源）
発電計画

（余力活用）
（非余力活用）
発電計画

TSO起動分

ΔkW調達量
ΔkW調達量

ΔkW週間調達量
ΔkW
必要量

ΔkW
必要量

ΔkW
必要量
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（参考）需給調整市場における調達状況 22

 需給調整市場の取引結果は募集量に対して不足状態が続いている。

複合商品の週間取引の充足状況

東京

中部

関西

九州



（参考）平常時における余力活用契約の考え方 23

 余力活用は、ゲートクローズ前の発電事業者の計画策定に支障を与えないことを前提に、ゲートクローズ後の余力の
範囲で一般送配電事業者が指令し、需給調整に活用する仕組みである。

 調整力提供者は、余力活用契約に基づいて発電上限値、発電下限値および発電計画値を一般送配電事業者に
提出し、一般送配電事業者は調整力提供者から提出された発電下限から発電上限の範囲を余力として活用する。

発電
計画値

発電上限

余力活用

余力がある場合
（電源が起動する場合）

供給力
計上

発電下限

指令範囲

発電
計画値

余力無し

余力がない場合

供給力
計上

指令範囲



2023年度以前 2024年度以降

（参考）平常時における余力活用契約を締結する揚水発電所の供給力計上の考え方 24

 余力活用契約を締結する揚水発電所は、大型の火力発電所等とは異なり起動・停止に要する時間が短いため、一
般送配電事業者によるゲートクローズ後の起動・停止が可能である。

 したがって、調整力提供者が提出する発電計画の起動・停止状態は供給力計上に影響を与えない。他方で、貯水
量（発電可能量）の制約があるため、常に設備定格等に相当する供給力を計上することはできない。そのため、
予備率が一定となるように貯水量を配分する計算（潜在計算）を行うことで、各時間の供給力を算出している。

 潜在計算には、調整力提供者が1日1点等で提出する水位の上下限（余力の範囲）を考慮するため、上下限に
よって各時間の余力の大小が変化する。

揚水池(kWh)

時間

供給力

需要

予備率一定となるように
各時間にkWhを配分

揚水供給力

揚水池(kWh)

時間

需要

予備率一定となるように
各時間にkWhを配分

揚水供給力
（減少）

池の全量

BGの翌日以降の
使用分等

（計算対象外）

TSO余力

BG計画

池の一部

供給力



（参考）緊急時における余力活用契約の考え方 25

 一般送配電事業者が電源の起動や停止を自由にできることにすると、需給調整市場でΔkWを調達せずとも発電
機の調整幅を確保できることとなる。そのため、市場に期待する透明かつ効率的な調整力の調達が果たせなくなる
可能性があることから、基本的（平常時）には起動停止権を有しない※。

 想定以上の電源トラブル時等により調達したΔkWでは不足する場合（需給ひっ迫時）、もしくは必要なΔkWが市
場で調達できない場合などに限り、余力活用契約による電源の追加起動を許容することが整理されている。

 一方で、基本的にはメリットオーダーを変更する（追加の社会コストがかかる）運用になること、ならびに需給ひっ迫時
における事業者の回避行動インセンティブを損なう可能性がある。

第32回需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料2

※短時間で並解列が可能な揚水発電・ポンプ等は、単純な上げ下げ調整の一部（≠ΔkWを作り出す電源持ち替え）としての起動停止は認められている。



26

１．2024年度の広域予備率の特徴

２．2024年度の需給運用の考え方と過去の経緯
２－１．予備率における供給力の考え方
２－２．予備率に対する小売事業者の想定需要の影響
２－３．予備率に基づく発電事業者による電源の起動・停止

３．まとめ



予備率に対する想定需要の影響 27

 予備率の算出に用いるエリアの供給力は、発電事業者が提出した発電計画に基づいている。
 発電事業者が提供する供給力は、小売事業者の需要に対応していることから、一般送配電事業者と小売事業者
の想定需要に違いがある場合には、予備率に影響が生ずる。

 週間計画や翌々日計画断面の予備率の低下をシグナルとして、インバランス料金が高くなる可能性があることから、
小売事業者は想定需要を精査し供給力を調達することで、発電事業者が電源の出力増を行うことが考えられる。

週間計画／
翌々日計画

TSO
想定需要

予備力

（余力活用）
余力

ΔkW調達不足分

（余力活用）
（非余力活用）
発電計画

ΔkW週間調達量

ΔkW
必要量

小売BG
想定需要

想定需要の違い

供給力調達



（参考）広域予備率による小売事業者に対する喚起の議論 28

第47回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2020年1月28日）資料2
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１．2024年度の広域予備率の特徴

２．2024年度の需給運用の考え方と過去の経緯
２－１．予備率における供給力の考え方
２－２．予備率に対する小売事業者の想定需要の影響
２－３．予備率に基づく発電事業者による電源の起動・停止

３．まとめ



発電事業者による起動・停止状態の変更 30

 それぞれの計画断面における電源の起動状態を的確に予備率に反映することで、実需給断面の電源の起動・停止
状態を予備率によって表している。これは、各市場の仕組みが機能する前提で、電源の起動や停止が市場メカニズ
ムに基づいて実施されることを期待しているためである。

 週間計画や翌々日計画の断面の予備率が低下した場合は、不足インバランスの解消や前日のスポット市場に対す
るkWhおよび需給調整市場に対するΔkWの供出に向けて、小売事業者の調達状況を踏まえ、発電事業者が自ら
電源を起動することを促している。

（例）各事業者の行動による供給力の増加

翌日計画・当日計画週間計画

（余力活用）
余力

ΔkW調達不足分

（余力活用）
（非余力活用）
発電計画

ΔkW週間調達量

ΔkW
必要量

（余力活用）
（非余力活用）
発電計画

（余力活用）
余力

BG追加起動分

TSO起動分

ΔkW調達量
ΔkW
必要量

翌々日計画

（余力活用）
余力

ΔkW週間調達量

ΔkW調達不足

BG追加起動分

ΔkW
必要量

（余力活用）
（非余力活用）
発電計画

電源起動により余力増加

小売BG想定需要の増加に
よる出力増（電源起動）

電源起動により余力増加

小売BG
想定需要

TSO
想定需要

予備力

小売BG想定需要の増加に
よる出力増（電源起動）



（参考）市場メカニズムと一般送配電事業者による介入 31

 供給力提供通知や広域予備率によって、需給ひっ迫時には調整力提供者が自ら電源の起動やポンプアップを行って
市場に供給力供出するような、市場メカニズムが働く形で需給バランスが緩和する環境が望ましい。

 そのため、一般送配電事業者が電源の追加起動や通知された上下限を超えた揚水発電等の運用を行うことは市場
メカニズムに介入することとなるため、その点を踏まえてそれらの運用の必要性を判断する必要がある。

第32回需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料2

第88回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料1-2（2023年7月25日）資料1-2



予備率による一般需要家に対するメッセージ 32

 特に需給調整市場で調整力を十分に確保できていない現状では、週間計画および翌々日計画の広域予備率に調
整力の確保状況が予備率に反映されることで、実需給の状況を予見できる指標になっておらず、一般需要家に異
なる印象を与えるおそれがある。

 そのため、一般需要家に向けたメッセージ性の観点を含めて、予備率の在り方を検討する必要がある。

第42回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2019年8月27日）資料3 一部加工



（参考）週間計画（翌々日計画）の予備率の考え方に関する過去の検討 33

 週間計画断面の予備率が実需給まで推移した場合の状況を示すことにしている。
第42回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2019年8月27日）資料3 一部加工
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１．2024年度の広域予備率の傾向

２．2024年度の需給運用の考え方と過去の経緯

３．まとめ



広域予備率の傾向を踏まえた検討すべき課題（現時点） 35

 現在の広域予備率は、電源の起動や停止の状態、調整力の確保状況、小売事業者と一般送配電事業者におけ
る想定需要の違いを表すことで、小売事業者および発電事業者に対して自主的行動を促すシグナルの役割がある。

 加えて、一般の需要家に対しては当日の電気の需給状況を予見させる役割がある。これらを踏まえ、需要家と電気
事業者の双方の目線で予備率の在り方を検討する必要がある。

広域予備率の変化の要因

検討すべき課題

（さらなる検討の観点）
☑インバランス料金制度 ☑市場の入札規律

広域予備率の低下

広域予備率に関連する制度の変更

一般送配電事業者・各事業者間の想定の違い 電源の起動停止の主体の変化需給調整市場における調達不足

余力活用契約の開始需給調整市場の全面開始 予備率による事業者行動の促進容量市場の実需給期間の開始

需給調整市場の
応札量の増加施策

広域予備率が
示すシグナル

供給力提供通知・準備通知の
発信頻度と発信基準

広域予備率に基づく
需給対策の基準

広域予備率に基づく
容量市場のリクワイアメント



予備率に関する今後の検討 36

 今年度の各断面における広域予備率の実績を踏まえ、広域予備率の算出方法や公表内容について、需要家と各
事業者の双方にとって良いシグナルになるように、一般送配電事業者や各事業者と協力して検討していく。

 次回の本委員会で、4月以降の予備率の分析結果や分析を踏まえた課題、さらには今後の検討方針を示し、ご議
論いただきたい。特に広域予備率が低下する要因やシグナルである予備率を受けた事業者の行動について検証す
ることとしてはどうか。また、その他に検証すべき事項はないか。

 さらに国と連携しながら、需給調整市場の応札量の増加のための検討を進めながら、市場メカニズムによる安定供給
の確保のため、シグナルとして広域予備率があるべき示し方や供給力の計上方法の見直し等を検討してはどうか。

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

9/3

予備率分析・課題検討

対策検討

冬季の実績確認とさらなる対策検討

9/30 10/23 3/

検証項目（予定）
• 週間計画と翌々日計画断面の広域予備率が小さい場合（供給力提供準備通知）の要因
• 翌日計画と当日計画断面の広域予備率が小さい場合（供給力提供通知）の要因
• 各通知発信後の電源起動等の状況


